
 
国
会
・
霞
が
関
周
辺
へ
の
新
た
な
公
文
書
館
建
設
に
関
す
る
要
請
書 

  

公
文
書
は
国
と
国
民
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
こ
そ
各
国
は
公
文
書
管
理
に
力
を
注
ぎ
、
多
く
の
国
民
が
公
文
書
に
直
接
触
れ
、

国
と
国
民
の
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
公
文
書
館
の
体
制
を
整
え
て
い
る
。 

こ
れ
に
比
べ
て
我
が
国
の
国
立
公
文
書
館
は
、
歴
史
公
文
書
が
様
々
な
施
設
に
分
散
し

て
い
る
、
施
設
の
規
模
が
諸
外
国
と
比
べ
て
著
し
く
見
劣
り
す
る
等
の
た
め
、
広
く
国
民

が
利
用
で
き
る
国
民
本
位
の
公
文
書
館
体
制
と
な
っ
て
い
な
い
。 

こ
の
た
め
、
全
国
か
ら
国
会
見
学
に
訪
れ
る
小
中
学
生
を
始
め
と
す
る
多
数
の
国
民
が

訪
れ
や
す
い
国
会
・
霞
が
関
周
辺
の
土
地
（
例
え
ば
、
衆
議
院
所
管
の
自
動
車
置
場
な
ど
）

を
活
用
し
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」、「
大
日
本
帝
国
憲
法
」、「
日
本
国
憲
法
」、「
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
」
な
ど
の
近
代
日
本
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
文
書
や
統
治
制
度
、
民

主
主
義
と
人
権
、
戦
争
と
平
和
、
外
交
、
領
土
、
災
害
、
国
民
生
活
、
地
域
や
経
済
の
発

展
な
ど
を
記
録
し
た
重
要
歴
史
公
文
書
を
展
示
・
解
説
す
る
な
ど
、
国
民
共
有
の
知
的
資

源
と
し
て
公
文
書
を
身
近
に
利
用
で
き
る
中
核
的
施
設
を
新
た
に
整
備
す
べ
き
と
考
え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
次
の
と
お
り
要
請
す
る
。 

 

一
、 

政
府
に
お
い
て
、
国
会
・
霞
が
関
周
辺
へ
の
新
た
な
公
文
書
館
建
設
に

係
る
調
査
検
討
費
を
平
成
二
十
六
年
度
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
。 

  

平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日 
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